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(57)【要約】
【課題】製造歩留り、および、信頼性の低下を抑制しな
がら、更なる多ピン化、狭ピッチ化に対応することが可
能な半導体装置を提供する。
【解決手段】この半導体装置は、上面上に複数の電極パ
ッド２が設けられた半導体チップ１と、インナーリード
部２１ｂを含み、インナーリード部２１ｂが半導体チッ
プ１側となるように配された複数のリード端子２１と、
互いに絶縁分離された複数の配線層３２を一主面上に有
するシート状の配線部材３０と、少なくとも、半導体チ
ップ１、インナーリード部２１ｂおよび配線部材３０を
封止する封止樹脂層４０とを備えている。そして、半導
体チップ１の電極パッド２とリード端子２１のインナー
リード部２１ｂとは、配線部材３０の配線層３２を介し
て互いに電気的に接続されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方表面上に複数の電極部が設けられた半導体チップと、
　前記半導体チップ側に一方端部が配された複数のリード端子と、
　互いに絶縁分離された複数の導体を一主面上に有するシート状の配線部材と、
　少なくとも、前記半導体チップ、前記リード端子の一方端部および前記配線部材を封止
する封止樹脂層とを備え、
　前記半導体チップの電極部と前記リード端子の一方端部とは、前記配線部材の導体を介
して互いに電気的に接続されていることを特徴とする、半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体チップの電極部上および前記リード端子の一方端部上には、それぞれ、金属
バンプが形成されていることを特徴とする、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記金属バンプは、スタッドバンプであることを特徴とする、請求項２に記載の半導体
装置。
【請求項４】
　前記シート状の配線部材は、シート状のポリイミド部材を含むことを特徴とする、請求
項１～３のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記半導体チップの厚み方向において、前記リード端子の一方端部の上面と前記半導体
チップの上面とが、略同じ高さとなるように構成されていることを特徴とする、請求項１
～４のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記半導体チップが前記封止樹脂層で封止されることによって、ＱＦＰ型のパッケージ
形態に構成されていることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の半導体装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体装置に関し、特に、リードフレームを用いて形成された樹脂封止型
の半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、リードフレームを用いて形成された樹脂封止型の半導体装置の一例としてＱＦＰ
（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｐａｃｋａｇｅ）型の半導体装置が知られている。このようなＱ
ＦＰ型の半導体装置では、一般的に、リードフレームのインナーリード部（リード端子）
の幅を狭くすることにより、半導体素子の高集積化に対応した多ピン化、狭ピッチ化が図
られている。
【０００３】
　しかしながら、インナーリード部（リード端子）の幅の形成には限界があるため、多ピ
ン化によってインナーリード部（リード端子）の数を増加する場合には、リードフレーム
自体の大きさを大きくする必要がある。そして、リードフレームを大きくした場合には、
半導体チップの電極パッドと、対応するインナーリード部との間の距離が長くなる。これ
により、電極パッドとインナーリード部とを電気的に接続するボンディングワイヤの長さ
が長くなるという不都合が生じる。
【０００４】
　ここで、ボンディングワイヤの長さが一定以上の長さとなった場合には、封止樹脂で半
導体チップを封止する樹脂封止工程において、封止樹脂の流れ方向にボンディングワイヤ
が変形する所謂ワイヤ流れが生じる。これにより、隣り合うボンディングワイヤ同士が接
触することに起因して電気的な短絡が発生するという不都合が生じる。また、ＱＦＰ型の
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半導体装置では、一般的に、半導体チップの角部のボンディングワイヤが最も長くなるた
め、半導体装置の角部において上記したワイヤ流れの発生が顕著となる。
【０００５】
　そこで、従来、半導体装置の角部におけるワイヤ流れを抑制することが可能なＱＦＰ型
の半導体装置が知られている（たとえば、特許文献１参照）。上記特許文献１には、半導
体チップの角部の電極パッドに接続されるインナーリード部が、隣り合うインナーリード
部よりも半導体チップに接近するように配されたＱＦＰ型の半導体装置が開示されている
。このように構成された従来の半導体装置では、半導体チップの角部のボンディングワイ
ヤが他のボンディングワイヤよりも長くなるのを抑制することが可能となるので、半導体
装置の角部におけるワイヤ流れを抑制することが可能となる。
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－１１６９５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１に開示された従来の半導体装置では、更なる多ピン化に
対応するためにリード端子（インナーリード部）の数を更に増加させた場合には、リード
フレームが更に大きくなるため、半導体装置の角部以外のボンディングワイヤが一定以上
の長さになってしまうという不都合がある。このため、上記のように構成することによっ
て、半導体装置の角部におけるワイヤ流れを抑制することできたとしても、半導体装置の
角部以外の部分においてワイヤ流れが発生するという不都合がある。したがって、上記特
許文献１の半導体装置では、更なる多ピン化、狭ピッチ化に対応しようとした場合には、
ワイヤ流れに起因するボンディングワイヤ同士の電気的な短絡により、半導体装置の製造
歩留り、および、信頼性が低下するという問題点がある。なお、樹脂封止工程における樹
脂封止条件の変更や、ボンディングワイヤの材料変更などでは、上記した問題点を解消す
ることは困難である。
【０００８】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の目的
は、製造歩留り、および、信頼性の低下を抑制しながら、更なる多ピン化、狭ピッチ化に
対応することが可能な半導体装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、この発明の一の局面による半導体装置は、一方表面上に複
数の電極部が設けられた半導体チップと、半導体チップ側に一方端部が配された複数のリ
ード端子と、互いに絶縁分離された複数の導体を一主面上に有するシート状の配線部材と
、少なくとも、半導体チップ、リード端子の一方端部および配線部材を封止する封止樹脂
層とを備えている。そして、半導体チップの電極部とリード端子の一方端部とは、配線部
材の導体を介して互いに電気的に接続されている。
【００１０】
　この一の局面による半導体装置では、上記のように、互いに絶縁分離された複数の導体
を一主面上に有するシート状の配線部材を備え、この配線部材の導体を介して、半導体チ
ップの電極部とリード端子の一方端部とを互いに電気的に接続することによって、半導体
チップの電極部とリード端子の一方端部との電気的な接続にボンディングワイヤを用いた
場合と異なり、ワイヤ流れのような問題が発生するのを抑制することができる。すなわち
、封止樹脂層で半導体チップなどを封止する樹脂封止工程において、シート状の配線部材
に設けられた導体は、ボンディングワイヤと異なり、封止樹脂の流れ方向に変形し難いの
で、多ピン化、狭ピッチ化に伴い、半導体チップの電極部と、対応するリード端子の一方
端部との間の距離が長くなるとともに、配線部材の導体間の間隔が小さくなった場合でも
、隣り合う導体同士の電気的な短絡を抑制することができる。これにより、更なる多ピン
化、狭ピッチ化に対応しようとする場合でも、製造歩留り、および、信頼性の低下を抑制
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することができる。
【００１１】
　上記一の局面による半導体装置において、好ましくは、半導体チップの電極部上および
リード端子の一方端部上には、それぞれ、金属バンプが形成されている。このように構成
すれば、容易に、配線部材の導体を介して半導体チップの電極部とリード端子の一方端部
とを互いに電気的に接続することができるので、容易に、製造歩留り、および、信頼性の
低下を抑制しながら更なる多ピン化、狭ピッチ化を図ることができる。
【００１２】
　この場合において、金属バンプは、スタッドバンプであることが好ましい。このように
構成すれば、より容易に、配線部材の導体を介して、半導体チップの電極部とリード端子
の一方端部とを互いに電気的に接続することができるので、より容易に、製造歩留り、お
よび、信頼性の低下を抑制しながら更なる多ピン化、狭ピッチ化を図ることができる。
【００１３】
　上記一の局面による半導体装置において、シート状の配線部材は、シート状のポリイミ
ド部材を含んでいてもよい。
【００１４】
　上記一の局面による半導体装置において、好ましくは、半導体チップの厚み方向におい
て、リード端子の一方端部の上面と半導体チップの上面とが、略同じ高さとなるように構
成されている。このように構成すれば、さらに容易に、配線部材の導体を介して、半導体
チップの電極部とリード端子の一方端部とを互いに電気的に接続することができるので、
さらに容易に、製造歩留り、および、信頼性の低下を抑制しながら更なる多ピン化、狭ピ
ッチ化を図ることができる。
【００１５】
　上記一の局面による半導体装置において、好ましくは、半導体装置は、半導体チップが
封止樹脂層で封止されることによって、ＱＦＰ型のパッケージ形態に構成されている。こ
のように構成すれば、多ピン化、狭ピッチ化され、かつ、製造歩留り、および、信頼性の
低下が抑制された半導体装置を容易に得ることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように、本発明によれば、製造歩留り、および、信頼性の低下を抑制しながら、
更なる多ピン化、狭ピッチ化に対応することが可能な半導体装置を容易に得ることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本実施形
態では、樹脂封止型の半導体装置の一例であるＱＦＰ型の半導体装置に本発明を適用した
場合について説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態による半導体装置の断面図である。図２は、本発明の一実
施形態による半導体装置の一部を拡大して示した断面図である。図３は、本発明の一実施
形態による半導体装置の配線部材の平面図である。図４および図５は、本発明の一実施形
態による半導体装置の構造を説明するための図である。まず、図１～図５を参照して、本
発明の一実施形態による半導体装置の構造について説明する。
【００１９】
　一実施形態による半導体装置は、図１に示すように、半導体チップ１と、半導体チップ
１が固定されるダイパッド１０と、複数のリード端子２１と、半導体チップ１とリード端
子２１とを電気的に接続するためのシート状の配線部材３０と、封止樹脂層４０とを備え
ている。
【００２０】
　半導体チップ１は、シリコン基板から構成されており、一方主面（上面）に集積回路な
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どが形成されている。また、半導体チップ１の一方主面（上面、一方表面）における外周
部の領域には、複数の電極パッド２（図４および図５参照）が、半導体チップ１の外周縁
部に沿うように所定の間隔を隔てて配列されている。この半導体チップ１は、図１、図２
および図５に示すように、ハンダなどからなる接着層３を介して、ダイパッド１０の上面
上に固定されている。なお、電極パッド２は、本発明の「電極部」の一例である。
【００２１】
　ダイパッド１０は、図４および図５に示すように、平面的に見て、略四角形状に形成さ
れているとともに、一体的に連結された４つの吊りリード１１を含んでいる。この４つの
吊りリード１１は、ダイパッド１０の４つの角部の各々に１つずつ配置されており、平面
的に見て、放射状に広がるように形成されている。また、４つの吊りリード１１は、後述
するリードフレーム２０にダイパッド１０を保持するために設けられている。これらの吊
りリード１１の各々は、ダイパッド１０がダウンセットされるように折り曲げられている
。したがって、本実施形態のダイパッド１０は、図１に示すように、後述するインナーリ
ード部２１ｂ（リード端子２１の一方端部）よりも下方側に配置された状態となっている
。
【００２２】
　複数のリード端子２１は、燐青銅や無酸素銅などの銅系（銅または銅合金）材料から構
成されている。また、複数のリード端子２１の各々は、図１および図４に示すように、封
止樹脂層４０から導出された部分であるアウターリード部２１ａと、半導体チップ１と共
に封止樹脂層４０により覆われているインナーリード部２１ｂとを含んでいる。このアウ
ターリード部２１ａは、図１に示すように、リード端子２１がガルウィング形状となるよ
うに折り曲げられており、ハンダ層４５を介して実装基板５０上に表面実装される。
【００２３】
　また、複数のリード端子２１は、図４に示すように、互いに分離されているとともに、
ダイパッド１０を４方向から囲むように配置されている。具体的には、複数のリード端子
２１は、所定数のリード端子２１をそれぞれ含む４つのグループに分けられている。そし
て、その所定数のリード端子２１をそれぞれ含む４つのグループは、ダイパッド１０を４
方向から囲むように配置されている。また、複数のリード端子２１の各々は、そのインナ
ーリード部２１ｂ（リード端子２１の一方端部）が半導体チップ１側となるように配置さ
れている。上記のように複数のリード端子２１を配置することにより、ガルウィング形状
の複数のリード端子２１が４方向に所定数ずつ取り出される。
【００２４】
　ここで、本実施形態では、図１および図２に示すように、半導体チップ１がダイパッド
１０の上面上に固定された状態において、半導体チップ１の上面が、インナーリード部２
１ｂの上面とＺ方向（半導体チップ１の厚み方向）に略同じ高さとなっている。また、複
数のインナーリード部２１ｂの各々の上面上、および、半導体チップ１の電極パッド２の
各々の上面上には、それぞれ、所定の高さを有するとともに、金（Ａｕ）からなる金属ス
タッドバンプ４および５が形成されている。なお、金属スタッドバンプ４および５は、本
発明の「金属バンプ」および「スタッドバンプ」の一例である。また、金属スタッドバン
プ４および５の各々の表面には、図示しない錫（Ｓｎ）メッキ層が形成されている。
【００２５】
　また、図３に示すように、シート状の配線部材３０は、シート状のポリイミド部材３１
の一方主面上に、互いに絶縁分離された複数の配線層３２が形成された構造を有している
。このシート状の配線部材３０（ポリイミド部材３１）は、平面的に見て、四角形状を有
している。また、シート状の配線部材３０（ポリイミド部材３１）は、後述する封止樹脂
層４０の平面積よりも小さい平面積となるように構成されている。一方、複数の配線層３
２の各々は、３０μｍ程度の厚みを有する金（Ａｕ）層から構成されており、蒸着法など
によって、インナーリード部２１ｂと、そのインナーリード部２１ｂに対応する電極パッ
ド２とを電気的に接続可能な配線パターンに形成されている。なお、配線層３２は、本発
明の「導体」の一例である。
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【００２６】
　また、本実施形態では、リード端子２１と半導体チップ１とは、上記した配線部材３０
の配線層３２を介して、互いに電気的に接続されている。具体的には、図２に示すように
、配線層３２の一方端部および配線層３２の他方端部が、それぞれ、インナーリード部２
１ｂ上に形成された金属スタッドバンプ４、および、電極パッド２上に形成された金属ス
タッドバンプ５と熱圧着（金錫共晶結合）により固定されている。これにより、リード端
子２１のインナーリード部２１ｂと、半導体チップ１の電極パッド２とが、配線層３２を
介して互いに電気的に接続されている。
【００２７】
　また、封止樹脂層４０は、たとえば、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂によって構成さ
れており、半導体チップ１や配線部材３０などを樹脂封止することにより、ガスや水分な
どから半導体チップ１や配線部材３０などを保護する機能を有している。また、封止樹脂
層４０は、図４に示すように、平面的に見て、四角形状に形成されている。すなわち、封
止樹脂層４０は、平面的に見て、４つの辺を有している。この四角形状の封止樹脂層４０
の４つの辺からは、それぞれ、所定数のリード端子２１（アウターリード部２１ａ）が突
出している。
【００２８】
　本実施形態では、上記のように、互いに絶縁分離された複数の配線層３２を一主面上に
有するシート状の配線部材３０を備え、この配線部材３０の配線層３２を介して、半導体
チップ１の電極パッド２とリード端子２１のインナーリード部２１ｂとを互いに電気的に
接続することによって、半導体チップ１の電極パッド２とリード端子２１のインナーリー
ド部２１ｂとの電気的な接続にボンディングワイヤを用いた場合と異なり、ワイヤ流れの
ような問題が発生するのを抑制することができる。すなわち、封止樹脂層４０で半導体チ
ップ１などを封止する樹脂封止工程において、シート状の配線部材３０に設けられた配線
層３２は、ボンディングワイヤと異なり、封止樹脂の流れ方向に変形し難いので、多ピン
化、狭ピッチ化に伴い、半導体チップ１の電極パッド２と、対応するインナーリード部２
１ｂとの間の距離が長くなるとともに、配線層３２間の間隔が小さくなった場合でも、隣
り合う配線層３２同士の電気的な短絡を抑制することができる。これにより、更なる多ピ
ン化、狭ピッチ化に対応しようとする場合でも、製造歩留り、および、信頼性の低下を抑
制することができる。
【００２９】
　また、本実施形態では、リード端子２１のインナーリード部２１ｂ上および半導体チッ
プ１の電極パッド２上に、それぞれ、金属スタッドバンプ４および５を形成することによ
って、容易に、配線部材３０の配線層３２を、半導体チップ１の電極パッド２およびリー
ド端子２１のインナーリード部２１ｂに電気的に接続することができるので、容易に、配
線部材３０の配線層３２を介して、半導体チップ１の電極パッド２とリード端子２１のイ
ンナーリード部２１ｂとを互いに電気的に接続することができる。このため、容易に、製
造歩留り、および、信頼性の低下を抑制しながら、更なる多ピン化、狭ピッチ化を図るこ
とができる。
【００３０】
　また、本実施形態では、半導体チップ１の厚み方向（Ｚ方向）において、インナーリー
ド部２１ｂの上面と半導体チップ１の上面とが、略同じ高さとなるように半導体装置を構
成することによって、より容易に、配線部材３０の配線層３２を介して、半導体チップ１
の電極パッド２とリード端子２１のインナーリード部２１ｂとを互いに電気的に接続する
ことができる。このため、より容易に、製造歩留り、および、信頼性の低下を抑制しなが
ら、更なる多ピン化、狭ピッチ化を図ることができる。
【００３１】
　また、本実施形態では、半導体チップ１を封止樹脂層４０で封止することにより、半導
体装置をＱＦＰ型のパッケージ形態に構成することによって、多ピン化、狭ピッチ化され
、かつ、製造歩留り、および、信頼性の低下が抑制された半導体装置を容易に得ることが
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できる。
【００３２】
　図６～図１０は、本発明の一実施形態による半導体装置の製造方法を説明するための図
である。次に、図１および図５～図１０を参照して、本発明の一実施形態による半導体装
置の製造方法について説明する。
【００３３】
　まず、図６に示すように、燐青銅や無酸素銅などの銅系（銅または銅合金）材料から構
成される薄板に、打ち抜きプレス加工またはエッチング加工などを施すことによって、リ
ードフレーム２０を一体的に形成する。この際、リードフレーム２０は、複数のリード端
子２１、ダム部２２、および、位置決め孔２３などを含むように構成する。なお、リード
フレーム２０は、ダイパッド１０を含まないように構成する。
【００３４】
　次に、リードフレーム２０のインナーリード部２１ｂの上面上に、金（Ａｕ）からなる
金属スタッドバンプ４を形成する。次に、燐青銅や無酸素銅などの銅系（銅または銅合金
）材料から構成される薄板に、打ち抜きプレス加工またはエッチング加工などを施すこと
によって、リードフレーム２０とは別体でダイパッド１０を形成する。この際、ダイパッ
ド１０は、平面的に見て、四角形状に形成するとともに、図５および図７に示したように
、ダイパッド１０の４つの角部に、平面的に見て、放射状に広がる吊りリード１１をそれ
ぞれ一体的に形成する。
【００３５】
　続いて、図５に示したように、半導体チップ１の電極パッド２の上面上に金（Ａｕ）か
らなる金属スタッドバンプ５を形成した後、この半導体チップ１を、接着層３を介してダ
イパッド１０の上面上に固定する。
【００３６】
　そして、４つの吊りリード１１を折り曲げるとともに、図７に示すように、吊りリード
１１の先端部を、リードフレーム２０の所定位置にそれぞれ接続する。これにより、ダイ
パッド１０がインナーリード部２１ｂよりも下方側に配置された状態でリードフレーム２
０に接続され、図８に示すように、半導体チップ１の上面とインナーリード部２１ｂの上
面とがＺ方向（半導体チップ１の厚み方向）に略同じ高さとなる。
【００３７】
　次に、図８および図９に示すように、半導体チップ１の電極パッド２とインナーリード
部２１ｂとを、配線部材３０の配線層３２を介して互いに電気的に接続する。具体的には
、配線層３２と半導体チップ１とが対向するように、シート状の配線部材３０を半導体チ
ップ１上に配置した後、配線層３２の一方端部がインナーリード部２１ｂの金属スタッド
バンプ４と当接するとともに、配線層３２の他方端部が電極パッド２の金属スタッドバン
プ５と当接するように、シート状の配線部材３０の位置合わせを行う。そして、熱圧着装
置などによって、配線層３２の一方端部および配線層３２の他方端部を、それぞれ、イン
ナーリード部２１ｂの金属スタッドバンプ４、および、電極パッド２の金属スタッドバン
プ５と熱圧着（金錫共晶結合）することにより、配線層３２と金属スタッドバンプ４およ
び５とを固定する。
【００３８】
　続いて、トランスファ成形装置などを用いて、図１０に示すように、封止樹脂層４０で
、半導体チップ１、ダイパッド１０、シート状の配線部材３０、および、リード端子２１
のインナーリード部２１ｂなどを樹脂封止する。
【００３９】
　その後、吊りリード１１の封止樹脂層４０からの突出部、リード端子２１（アウターリ
ード部２１ａ）、および、ダム部２２をそれぞれ切断する。最後に、アウターリード部２
１ａを封止樹脂層４０の外部でガルウィング形状に折り曲げる。このようにして、図１に
示した本発明の一実施形態による半導体装置が製造される。
【００４０】
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　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００４１】
　たとえば、上記実施形態では、ＱＦＰ型の半導体装置に本発明を適用した例を示したが
、本発明はこれに限らず、ＱＦＰ型の半導体装置以外の例えばＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉ
ｄ　Ａｒｒａｙ）型の半導体装置やＱＦＮ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｎｏｎ－Ｌｅａｄｅｄ
　Ｐａｃｋａｇｅ）型の半導体装置に本発明を適用してもよい。また、半導体装置を、Ｑ
ＦＰ型、ＢＧＡ型およびＱＦＮ型以外のパッケージ形態に構成してもよい。
【００４２】
　また、上記実施形態では、配線層および金属スタッドバンプを金（Ａｕ）から構成した
例を示したが、本発明はこれに限らず、配線層および金属スタッドバンプを金（Ａｕ）以
外の導電性材料から構成してもよい。たとえば、配線層および金属スタッドバンプを銅（
Ｃｕ）から構成してもよい。なお、このように構成した場合には、製造コスト削減の効果
が得られる。
【００４３】
　また、上記実施形態では、インナーリード部の上面上および電極パッドの上面上に、そ
れぞれ、金属スタッドバンプを形成した例を示したが、本発明はこれに限らず、インナー
リード部の上面上および電極パッドの上面上に、金属スタッドバンプを形成しない構成に
してもよい。また、インナーリード部の上面の所定部分に、金属スタッドバンプに代えて
、厚みの大きいメッキ層を形成してもよい。
【００４４】
　また、上記実施形態では、シート状のポリイミド部材を用いて配線部材を構成した例を
示したが、本発明はこれに限らず、ポリイミド部材以外の絶縁部材を用いて配線部材を構
成してもよい。
【００４５】
　また、上記実施形態では、半導体チップの上面とインナーリード部の上面とが、Ｚ方向
（半導体チップの厚み方向）に略同じ高さとなるように半導体装置を構成した例を示した
が、本発明はこれに限らず、半導体チップの上面とインナーリード部の上面とが異なる高
さとなるように半導体装置を構成してもよい。
【００４６】
　また、上記実施形態では、ダイパッドを、リードフレームと同じ材料から構成した例を
示したが、本発明はこれに限らず、ダイパッドを、リードフレームとは異なる材料から構
成してもよい。たとえば、ダイパッドを、４２Ａｌｌｏｙ合金やコバール（Ｋｏｖａｒ）
合金から構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一実施形態による半導体装置の断面図である。
【図２】本発明の一実施形態による半導体装置の一部を拡大して示した断面図である。
【図３】本発明の一実施形態による半導体装置の配線部材の平面図である。
【図４】本発明の一実施形態による半導体装置の平面図である。
【図５】本発明の一実施形態による半導体装置のダイパッドの構造を説明するための斜視
図である。
【図６】本発明の一実施形態による半導体装置の製造方法を説明するための平面図である
。
【図７】本発明の一実施形態による半導体装置の製造方法を説明するための平面図である
。
【図８】本発明の一実施形態による半導体装置の製造方法を説明するための断面図である
。
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【図９】本発明の一実施形態による半導体装置の製造方法を説明するための平面図である
。
【図１０】本発明の一実施形態による半導体装置の製造方法を説明するための平面図であ
る。
【符号の説明】
【００４８】
　１　　　　　　　　　　　半導体チップ
　２　　　　　　　　　　　電極パッド（電極部）
　３　　　　　　　　　　　接着層
　４、５　　　　　　　　　金属スタッドバンプ（金属バンプ、スタッドバンプ）
　１０　　　　　　　　　　ダイパッド
　１１　　　　　　　　　　吊りリード
　２０　　　　　　　　　　リードフレーム
　２１　　　　　　　　　　リード端子
　２１ａ　　　　　　　　　アウターリード部
　２１ｂ　　　　　　　　　インナーリード部（リード端子の一方端部）
　２２　　　　　　　　　　ダム部
　３０　　　　　　　　　　配線部材
　３１　　　　　　　　　　ポリイミド部材
　３２　　　　　　　　　　配線層（導体）
　４０　　　　　　　　　　封止樹脂層
　４５　　　　　　　　　　ハンダ層
　５０　　　　　　　　　　実装基板

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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